
①『地位の承継』の申請

「電子申請」を
選択してください

「電子申請」の場合、手数料は下記のいずれかによる納付になります。
①クレジットカード ②ペイジー



①『地位の承継』の申請

「ユーザー名」「パスワード」
を入力し、ログインをクリック
してください。



①『地位の承継』の申請

「長期優良住宅その他（手数料有）」
を選択してください



②『地位の承継』の申請内容入力：「基本情報」

＊手続名は「地位の承継」と入力
＊申請先は「本庁」又は

「多摩建築指導事務所」の
いずれかの課を選択



申請者（買主など地位を承継する方）の
氏名・住所・電話番号・メールアドレスを
入力してください

②『地位の承継』の申請内容入力：「申請者の情報」



地位の承継を行う物件の
名称(マンションの場合)・建築主等の氏名
・自治体名・所在地・住居表示・
階数・延べ面積を入力してください

②『地位の承継』の申請内容入力：「物件等の情報」



申請者（委任している場合は代理人）
の郵便番号・住所・宛先（氏名）を
入力してください

②『地位の承継』の申請内容入力：「処分通知送付先」



申請内容を確認し、誤りがなければ
ここをクリックしてください

③『地位の承継』の申請内容確認



申請書類をアップロードするため
「追加」をクリックしてください

④『地位の承継』の申請書類添付



②ファイル種別は
「申請書式(申請書・報
告書等)」を選択、

ファイル名は
「申請書及び添付書類」
と入力してください

③アップロードと入力が完了したら
「保存」をクリックしてください

④『地位の承継』の申請書類添付 【参考】申請に必要な書類

①ここをクリックして、
申請書に必要な書類をすべて
アップロードしてください



最後に「提出完了」を
クリックしてください

⑤『地位の承継』の申請完了

【手数料について】

• 申請内容の確認後、手数料支払いの依頼をメールでお送りしますので、メール内のリンクから支払いをお願いします。
（メール件名：【建築行政手続オンラインシステム】手数料支払い依頼）

• 「地位の承継」の申請手数料は１件につき２，３００円です。

• 支払方法は、クレジットカード又はペイジーのいずれかです（現金や納付書による納付はできません）。


